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西脇市市民提案型まちづくり事業補助金交付規程  

平成 23年３月 31日告示第 36号  

改正  

平成 26年３月 31日告示第 49号  

平成 28年３月 31日告示第 46号  

平成 29年３月 31日告示第 54号  

令和２年３月 31日告示第 70号  

（趣旨）  

第１条  この規程は、市民活動団体が自主的、自発的に行うまちの魅

力を高める又は社会的課題を解決する公益的な事業に対し、市が交

付する西脇市市民提案型まちづくり事業補助金（以下「補助金」と

いう。）に関し、必要な事項を定める。  

（定義）  

第２条  この規程において、「地区」とは、西脇、津万、日野、重春、

野村、比延、芳田及び黒田庄の８地区をいう。  

（補助事業等）  

第３条  補助対象事業の要件及び補助対象団体の要件は、別表第１に

定めるとおりとする。  

２  前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助の対象としない。  

⑴  営利を目的とする事業及び団体  

⑵  宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成す

ることを目的とする事業及び団体  

⑶  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目

的とする事業及び団体  

⑷  公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第３条に規定する公職に

ある者（候補者を含む。）若しくは政党を推薦し、又はこれらに

反対することを目的とする事業及び団体  

⑸  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」とい

う。）又は暴力団若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成

員 又 は そ の 構 成 員 で な く な っ た 日 か ら ５ 年 を 経 過 し な い 者 を 含

む。）の統制下にある団体  

⑹  国 、県 、 市 及 び 市 の 外郭 団 体 か ら 他 に 補助 金 等 を 受 け る 事業

（団体の運営について補助を受ける場合を含む。）  

（補助対象経費）  

第４条  補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち別表第２

に定める経費とする。  

２  前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助の対象としない。  

⑴  補助団体の事務所等を維持するための経費  
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⑵  補助団体の経常的な運営に要する経費  

⑶  補助団体の会員に対する謝金、食糧費等  

⑷  他の団体等への補助又は給付を目的とする経費  

⑸  領収書等により補助団体が支払ったことが明確に確認できない

経費  

⑹  その他事業実施に直接かかわらない経費及び社会通念上適切と

認められない経費  

（補助金の額等）  

第５条  補助金の額は、予算の範囲内において、別表第１に定めると

ころにより、市長が認める額とする。  

２  補助金の交付回数の限度等は、別表第１に定めるところによる。  

（企画書の提出）  

第６条  補助金の交付を受けようとする市民活動団体は、西脇市市民

提 案 型 まち づ く り 事 業 企 画書 （ 様 式 第 １ 号 。以 下 「 企 画 書 」 とい

う。）に実施団体概要書（様式第２号）、会員名簿（様式第３号）、

その他市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。  

２  企画書を提出した市民活動団体は、市が実施する公開プレゼンテ

ーションに出席し、企画事業の提案説明を行わなければならない。

ただし、市長が公開プレゼンテーションを実施しないことがやむを

得ないと認めた場合は、この限りでない。  

（事業の採択）  

第７条  市長は、前条第１項に規定する企画書を受理したときは、別

表第３に定める審査基準により、その内容を審査し、審査結果を西

脇市市民提案型まちづくり事業企画書（採択・不採択）通知書（様

式第４号）により、当該市民活動団体に通知するものとする。  

２  市長は、企画書の採択に当たっては、あらかじめ、西脇市まちづ

くり推進審議会の意見を聴くものとする。  

（補助金の交付手続）  

第８条  採択の通知を受けた市民活動団体は、補助金の交付申請手続

を行うものとする。  

２  補助金の交付手続その他必要な事項は、西脇市補助金等交付規則

（平成 17年西脇市規則第 45号）によるものとする。  

（活動報告会等への出席）  

第９条  補助金の交付決定を受けた市民活動団体は、市長が活動報告

及び市民活動団体等相互の交流、意見交換等をする機会とし て、活

動報告会を開催する場合には、これに出席し、活動状況を報告する

ものとする。  

（その他）  

第 10条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  
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附  則  

（施行期日）  

１  この告示は、平成 23年４月１日から施行する。  

（この告示の失効）  

２  この告示は、令和５年３月 31日限り、その効力を失う。  

附  則（平成 26年３月 31日告示第 49号）  

この告示は、平成 26年４月１日から施行する。ただし、附則第２項

の改正規定は、公布の日から施行する。  

附  則（平成 28年３月 31日告示第 46号）  

（施行期日）  

１  この告示は、平成 28年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の西脇市市民提案型まちづくり事業補助金交付規程別表の

規定については、施行日以後に初めて補助金の交付申請を行う団体

に対する補助金の交付について適用し、改正前の西脇市市民提案型

まちづくり事業補助金交付規程の規定による補助金の交付を受けて

いた団体に対する施行日以後の補助金の交付については、なお従前

の例による。  

附  則（平成 29年３月 31日告示第 54号）  

この告示は、公布の日から施行する。  

附  則（令和２年３月 31日告示第 70号）  

この告示は、公布の日から施行する。  

別表第１（第３条、第５条関係）   

補助対象事業

の要件 

次の要件を全て満たすこと。 

⑴ 市全域又は複数の地区を対象に実施する事業若しくは市内で成

果を得るために不可欠な市外で実施する事業 

⑵ 自主的、自発的に行う非営利で公益的な事業 

補助対象団体

の要件 

次の要件を全て満たすこと。 

⑴ 市内に在住、在勤又は在学する５人以上の会員（市内に事務所

を有する団体を含む。）で組織された団体 

⑵ 継続的な活動が期待できる団体 

⑶ 市内を主たる活動の場としている団体 

 

補助金の額 30万円を上限とし、かつ、補助対象経費の10割以下の額で、市長

が必要と認めた額 

 

補助金の単位 補助金の額は千円単位（千円未満切り捨て）とする。 
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交付回数の限

度等 

⑴ 補助金は１年度１団体１事業のみとする。 

⑵ 同一団体に対する補助金の交付は、３回を限度とし、毎年度申

請に基づく審査により決定する。 

 

別表第２（第４条関係）   

項目 内容 

報償費 講師謝礼等 

需用費 

 消耗品費 事業実施に必要な消耗品費 

燃料費 事業実施に必要な機材、車両等の燃料費 

食糧費 講師等の賄い費 

印刷製本費 ポスター、チラシ等の印刷費 

役務費 

 通信運搬費 事業の実施に必要な郵送料等 

手数料 クリーニング、検査手数料等 

保険料 事業実施のために加入するボランティア保険、行事保険等 

使用料及び賃借料 機器借り上げ料、会場使用料等 

※ 上記にない経費については、別途協議して決定する。 

 

別表第３（第７条関係）   

№ 項目 内容 

１ 公益性 公共の利益につながる事業であること。 

２ 必要性 市民ニーズや社会状況等に即した事業であること。 

３ 
発展性・ 

波及性 

将来、その活動が広く市民に支持され発展していく可能性がある

こと。 

他に波及効果を及ぼすことが期待できること。 

４ 
先駆性・ 

独創性 

先駆性、独創性、専門性など、提案内容に特色や工夫があるこ

と。 

５ 自立性 
補助金だけに頼らず、自己努力による資金確保を行うなどの自立

意識が認められること。 

６ 実現性 
実行可能な方法、スケジュール、予算で事業計画が立案されてい

ること。 

 


